
はじめに

フランスは約７６万の事業体と勤労者２００万人の、
非営利・協同セクター（社会的経済・連帯経済と
呼んでいる）のネットワークがもっとも進んでい
る国といえる。社会的経済という概念は、協同組
合、共済組合、アソシエーションなどの事業体を
包摂する言葉で、フランスで１９８０年代以降に再生
展開され、ヨーロッパ連合でも、民主主義的な経
済活動の担い手として、第三の経済セクターとし
ての認知を受けている。第一セクターである公的
セクターや第二セクターの民間営利市場セクター
に対して、いわば社会セクターとしての位置づけ
を与えられている。とりわけ、フランスでは行政、
労働組合、伝統的社会的経済セクターと新しい社
会的経済・連帯経済の関係は、他国と比べると緊
密であり、現在の福祉国家における医療・社会サ
ービスをはじめとした社会的問題の対応策として、
新しいモデルとなっており、日本においても、社
会保障、雇用問題、地域活性化の問題に関連して、
参考になるものがある。

１．フランスの社会的経済の
制度と諸団体

１．１． 政府の対応
フランスは、ヨーロッパ各国の中でも、非営利

・協同セクターの育成を担当する省庁を設置して
いる国である。フランス政府はこの分野を社会的
経済・連帯経済・多元的経済という呼び方をして
いるが、そこにある基本的な考え方は人々の暮ら
しの質を高めるためには、経済活動への市民の民
主的な参加が必要だという哲学である。民主主義
という概念はこうした経済セクターの在り方の中
心に据え置かれているのであって、一方、いわゆ

るアメリカ型の NPOは民主主義原則を必ずしも
掲げていないことと対照的である。
社会的経済・連帯経済は、新自由主義やグロー

バル化にもとづいた市場社会そのものの中に組み
込まれることを避け、「市場とともにある」社会
の新たな構築を目指すものである。そしていわゆ
る NPO組織と違って、「収益・利潤」そのものを
排除するものではなく、その主要目的として社会
的貢献・社会連帯・倫理的要求の実現を掲げる事
業活動を推進する事業体である。
しかし、行政がどうしてそのような社会的経済

セクターの育成を重視するようになったかといえ
ば、それにはもちろん歴史的背景がある。こうし
た社会的経済セクターを構築するうえでの経済政
策におけるいわゆる権力資源としての政治的イニ
シャチブの重要性は、これまで日本ではあまり議
論されて来ていない。今後、この分野での議論の
発展が望まれる。フランスではフランス革命以来
の「自由・平等・連帯」の３原理の矛盾をはらみ
ながらも、労働者の権利の拡大を重視する社会的
発展の伝統があり、社会的経済セクター作りの運
動が１９７０年代から活発化するための道具立てがあ
った。１９８１年成立のミッテラン政権における政策
推進が大きな要素となった。その第一が、政府・
地方自治体の促進政策であった。現在、社会的経
済・連帯経済セクターを促進するための行政機構
には次のようなものがある。
政府においては、現在、「雇用労働社会的統合

省」が所管している。これは、旧社会事業省、続
いて連帯経済省を改組したものである。この改組
によって、組織的区割りよりも、より目標別の部
門分けになった。部門としては、労働関係庁、若
者職業挿入庁、社会的排除対策庁、住宅問題庁、
平等機会庁が設置されている。さらに下部機関と
して１２の局が設置されている。雇用分野には全国
雇用局（ANPE）や雇用促進全国関係委員会
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（CLCBE）が含まれている。地域医療社会サー
ビス局や地域アソシエーション局なども含まれる。
関連省庁としては医療社会保障省、家族児童省が
ある。
また DIES（社会改革・社会的経済推進各省合

同代表部）は、１９８１年に政令（No.８１―１１２５）に基
づき設立され、社会的経済・連帯経済セクターの
促進を進めた。１９９８年よりアソシエーションも対
象にすべく政令が出された。アソシエーションは
市民的社会的活動による公共性への独立的実現の
手段であるとして、１９９９年には、DIESと経済省
により、営利と非営利経済活動の概念区分による
アソシエーション活動の明確化を行った。これに
より経営陣・理事への報酬支払いが承認された
（２００２年財政法改正）。
政府による社会的経済・連帯経済推進の目標は

次のようなものである。
１．社会的経済・連帯経済の分野別・地域別ネ
ットワークの構築。

２．連帯経済の国内における認知の拡大。
３．ヨーロッパ建設における社会的経済・連帯
経済の役割認知の拡大。

４．国際連帯としての連帯経済の確認。
５．社会連帯基金の実施。
６．コミュニティにおける社会サービスの主体
作り。

７．公正貿易、発展途上国の発展に寄与。
（Guy Hascoet，「連帯経済の理解のために」
２００１）

このために政府は、地域ネットワークのための
組織として、次の３つの機関を組織化した。すな
わち
� 社会的経済地域会議（CRES）：
� 社会的経済グループ（GRCMA）：地域の
協同組合、共済組合、アソシエーション（非
営利組織）により構成される。

� 地域社会経済審議会（CESR）
しかし、地域によって、社会的経済セクターの

力はばらつきがあり、より先進的な地域としては、
イルドフランス（パリ）、ブルターニュ、アトラ
ンテック地域などが上げられる。
地方自治体とのパートナーシップの基本はそれ

ぞれの参加組織の協働と自治が重視されねばなら
ないとされている。政府は「連帯経済の地域開発
への統合」という大臣通告（２０００年９月）を出し
て、その中で自治体と社会的経済・連帯経済セク
ターの組織との各レベルにおける事業契約促進を
強調した。このために政府は、ヨーロッパ連合の
「社会連帯基金」や「地域改善国家基金」
（FNADT）や企業発展国家基金」（FNDE）の活
用化を計った。地域プロジェクトは約３６０立ち上
げられて、こうした費用として政府は３，３００万フ
ラン（約８億円）を予算として付けた（２００１年）。
地域プロジェクトの中味は次のようなものであ

る。すなわち、
� プロジェクトの２９％⇒高齢者介護サービ
スなどの対人サービス。

� プロジェクトの２６％⇒地域開発事業
� プロジェクトの１５％⇒海外公正貿易事業。
� プロジェクトの１２％⇒農業・環境・エネ
ルギー部門の持続的発展のための事業。

また、連帯基金とともに倫理的投資プログラム
も推進している。法律を改正して、勤労者が「連
帯企業」（社会的貢献企業）、アソシエーション、
協同組合、雇用仲介促進非営利事業体などへの「投
資」が容易になった。これは倫理銀行や信用金庫
を通じてもできる。このように、フランスでは非
営利・営利の区分論議よりも、社会的貢献のため
の事業活動の主体はどのようにあるべきかという
視点で、組織化が行われているといえる。民主的
な、社会貢献する営利的株式会社もその範疇に含
むことができるという点で「複合的経済」セクタ
ーという表現もある。

１．２．社会的経済・連帯経済の諸組織と制度
フランスの社会的経済・連帯経済セクターにお

いては、伝統的セクターと新しいセクターとの協
力関係は比較的良好と思われる。これは第一に、
１９世紀からの社会的経済セクターの発展の歴史、
理論的な積み上げの歴史、また２０世紀に入ってか
ら社会保障制度の担い手となった歴史などが前提
にある。たとえば、１９８８年の時点で、共済組合は
フランスの社会保障の補完部分の３分の２をカバ
ーしている。協同組合銀行は銀行預金の約４０％を
カバーしている。医療保険分野の約２０％、社会サ
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ービスの半分を社会的経済セクターが担っている
と言われる。また政府の雇用創出政策（RMI）に
対応した労働者協同組合やアソシエーションによ
る雇用創出促進策なども行われてきた（Credit co-

operatif,１９８８）。こうした伝統的なセクターの在り
方がフランスの社会の中にしっかりと根を下ろし
ていることがあって、初めて新しい社会的経済・
連帯経済の発展が保障されるのである。協同組合、
共済組合、アソシエーションはそれぞれに全国連
合会などが確立しており、これらは従来の役割を
担うとともに、福祉国家の転換とともに新しい社
会的ニーズにも直接あるいは間接的に関与しよう
としている。
１９７０年に社会的経済セクターのとりまとめ組織
としてのクラムカ（CNLAMCA）が主として教育
協同組合や労働者協同組合の主導で設立され、
１９７９年に社会的経済憲章が発表された。一方、政
府サイドでは、１９８１年に DIES（社会的経済各省
代表部）が設立された。
一方、社会的経済・連帯経済セクターのネット

ワーク組織としては、CCES（社会的経済諮問委
員会、２００１年設置）が社会的経済セクターの結集
と行政との調整、提案を任務としている。またさ
きにあげた CRES（社会的経済地域協議会（１４地
域に／２６地域のうち））にも社会的経済組織は参
加している。CEGES（社会的経済企業・企業家
会議）はフランス、イタリア、スペイン、ポルト
ガル、ギリシャなど地中海沿岸の各国の組織が集
まって作られている。
社会的経済・連帯経済セクターの資金調達ネッ

トワークの新しい構築が進んできている。IDES

（社会的経済開発協会）は協同組合、共済組合な
どによって１９８３年に設立されて、約３分の１の公
的資金を受けながら社会的経済組織に対して資金
貸し付けを行ってきた。しかし、次第に公的補助
は減額されていった。１９９０年に、共済組合、労働
者協同組合連合会（CGSCOP）、協同組合銀行（ク
レディ・コープ）により ESFIN（社会的経済金
融）を設立して、IDESなどに資金調達を行うこ
とになった。ESFINは融資会社として「ESFIN

出資会社」を設立し約６０団体が加盟して、資本金
は７５０万ユーロ（約１０億円）である。グループ ES-

FINに は さ ら に、労 働 者 協 同 組 合 連 合 会

（CGSCOP）が SCIC（社会共通益協同組合）む
けの融資組織として設立した SPOTと、EUレベ
ルで協同組合等に融資を行う SOFICATRA（ブリ
ュッセルに本部）、また協同組合銀行、共済組合
などが中心として作った「FONTANOT出資」共
同基金などと連結している。
１９９５年には FINASOL（連帯金融）が連帯貯蓄
に関わる諸団体、すなわちアソシエーション、財
団、協同組合、連帯金庫、雇用推進団体などによ
って設立された。FINASOLの掲げる使命は、①
社会的経済・連帯経済における金融連帯の強化、
②行政に連帯金融セクターを認知させること、③
市民社会化のために連帯金融を展開すること、④
会員へのサービス向上などである。融資に際して
は設立企業の事業倫理基準、連帯性、地域貢献度
などに基づいて、最大７年までの低利貸し付けを
行っている。また FINASOLと連動して、２０００年
に BFS（連帯基金紹介所、アソシエーション）
を設立して社会的経済・連帯経済セクターの事業
計画への支援を行っている。これは主として雇用
創出起業組織、地域経済開発事業に対するもので、
関連するセクター内の新旧の金融支援団体も共同
している（新しい団体では NEF「友愛新経済」、
「雇用のためのラブマネーアソシエーション」な
ど）。
その他の社会的経済・連帯経済セクターにおけ

る金融支援機関としては、CIGALE（貯蓄地域オ
ルタナティブ管理投資クラブ）、DRAS（勤労者
株式預金）、ESFIMMO（不動産金融社会的経済）、
FGA（アソシエーション保証基金）、FGES（社会
的経済保証基金）、FGIF（女性起業振興保証基金）
などをはじめとして、それぞれの組織グループに
対応した金融機関がある。また２００１年の法律によ
って PPESV（勤労者起業支援連帯計画基金）に
よって連帯企業への投資が促進されるようになっ
た。
以上のようにフランスの社会的経済・連帯経済

セクターの発展を支える金融支援ネットワークは、
水平的には新旧のセクター構成諸団体により作ら
れ、垂直的には、EU連合の基金、フランス政府
の補助金などの受け容れ窓口となっている。この
ように社会的経済・連帯経済セクターにおける起
業育成および活動推進のためには資金調達ネット
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ワークの確立が必要かつ重要である。

２．関連法律の整備

社会的経済・連帯経済に関連してどのような法
律が制定・改定されているのかについて見ると、
第一にあげられるのは、２００２年に制定された「社
会的共通益協同組合（SCIC）」法の制定である。
この法律の目的は、雇用促進のための受け皿的企
業を増やすことであった。これには２つの道筋が
あって、１つはアソシエーションから SCIC型の
企業に転換を促進させることであり、もう１つは
従来型の労働者協同組合などから SCIC型に転換
または創設することである。アソシエーションに
ついては、事業活動や市場参入を回避または制限
されている非営利組織の限界を克服するためのも
のである。原理的にはチャリティ・ボランタリィ
・非再配分に立ち経済活動および市場との接触を
好まない非営利組織は、失業者や社会的弱者を労
働市場に挿入させるという課題に十分に対応でき
ない。一方、従来型の協同組合、フランスの場合
とりわけ労働者協同組合連合会（CGSCOP）が新
しい社会的ニーズに取り組もうとするときには、
従来の閉じられた組合員原則から、社会サービス
分野での活動の場合に第三者へ開かれた活動をす
る場合の困難さを解決する組織原則が必要とされ
たのである。SCIC法は社会的有用性のある事業
をその範囲としている。すなわち、在宅介護、雇
用挿入促進（若者雇用を含む）、障害者労働支援、
社会教育、社会ツーリズム、貧困層向け社会住宅、
社会的弱者むけの緊急宿泊所、社会的排除や家庭
内暴力への対応事業などである。また第１９条では
「第三者も財・サービスの利益を受けられる」と
規定されている。SCIC協同組合における組合員
資格は、従来の組合員制度が組合員の単一的性格
（労働者ばかり、消費者ばかりなど）から複数の
利害関係者（従業員、公的措置にもとづく無料受
益者、利用者・顧客、自治体関係者、法人、個人
など）が組合員として登録されるという、いわゆ
るステークホルダー型としていることである）。
この場合、従来の協同組合原則のひとつである「１
人１票」制度は原則として保持されるが、各利害
グループの利害をも反映するという現実的な対応

の必要から一定の規則を設けている。票配分につ
いては、フランスでは新しく派生してきた問題で
は必ずしもなく、すでに労働者協同組合連合会
（CGSCOP）では約２０年前に議論を行い一定の実
践例を積み上げてきている。SCIC法では自治体
は参加する SCIC協同組合において資本の２０％以
上を所有してはならない。また投票権は、ある組
合員集団（グループ）がもてる投票権の比率を全
体の最低１０％から最大５０％としている（代議員は
１人１票）。また利潤配分を目的にしてはならな
いという点で、「共同所有、民主的管理、剰余金
非分配」という非営利・協同組織としての原則を
取り入れている。
また、２０００年法 No.２０００‐２４２により、ボランテ

ィア活動への企業支援促進をはかった。また２００３
年１１月５日法ではアソシエーションの営利活動を
３０％まで可能とした。
２００１年２月１９日付けの「連帯基金創設賃金預金
にかかる法」では、さきにあげた連帯企業づくり
のための労働者による資本形成のための「任意預
金プラン」（PPESV）や企業設置共同基金（FCPE）
が設置された。それに関連して労働法や財政法も
改正された。地域連帯金庫の設立化も制定された。
このようにして、非営利・協同組織の組織的変

更あるいは革新は、医療・福祉・社会サービスに
おける新しい社会的ニーズに対応するためのもの
であるが、いくつもの社会的資源（社会的資本）
を活用するという点で効率的なものといえる。す
なわち、市場の資源（財とサービスの販売）、公
的資源（補助金、公共投資、行政の制度、自治体
の協力）、非市場的資源（市民参加、ボランティ
ア、団体の関与、地域資源など）を組織事業の内
部にハイブリッド（混合的）に取り入れることが
できる組織スタイルなのである。

３．社会的経済・連帯経済の
プロジェクト

３．１．政府の社会的経済・連帯経済プラン
政府は２０００－２００１年のプランにおいて２カ年予

算３７億ユーロ（約５，０００億円）を付けた（研究プ
ロジェクトでは大学・研究所が各プログラムに参
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加する）。大要はつぎの通りである。
① 社会的経済・連帯経済セクターのネットワー
ク化（１１５百万ユーロ）
⇒社会的経済・連帯経済ネットワーク化。４４００
万ユーロ。

⇒協同組合支援。３３００万ユーロ。
⇒アソシエーション支援３８００万ユーロ。
⇒共済組合支援→地域による支援（住宅）、医
療、保険、年金。

② 地域開発連帯ネットワーク（９０００万ユーロ）
③ 人間連帯ネットワーク（２３００万ユーロ）：失
業対策、労働挿入。

④ 国際支援ネットワーク（４６００万ユーロ）：フ
ェアトレード、積極的消費者。

⑤ 社会的経済連帯経済推進ネットワーク（１億
ユーロ）
�� 支援ネットワーク：社会的経済関連銀行。
情報などの新技術による情報の民主化（情
報非対称性の克服）。地域連帯基金による
自己資金化促進と新イニシヤチブの促進
（イタリアに学ぶ。協同組合の収益３％の
積み立て）。

�� イノベーションの促進（労働組合、団体、
社会サービス・社会的質の向上、公共性概
念、持続的発展、資源の協働化）、社会的
基盤整備、企業の社会的会計導入の促進な
ど。

�� 社会的経済・連帯経済企業の新しい形式
の発展：SCIC、社会的企業・活動の育成。

�� 社会的経済・連帯経済の新しい地域機関
の設置化。
社会的経済・連帯経済の活動モデル支
援。：既存組織から社会的企業へ。

�� 公共政策とアソシエーションのネットワ
ーク化。
１５地方段階における諸協定の促進。県段階
における社会的経済セクターによる５００プ
ロジェクトの推進。地方自治体における社
会的経済地域開発の４００プロジェクトの促
進。

３．２． 社会的経済の２つの主要目的と担い手
政府プランに沿って、社会的経済・連帯経済セ

クター側の取り組みはつぎのようなものとなって
いる。すなわち、
① 社会的排除への戦い（プランの３０％）：

労働挿入企業（失業者を労働市場に挿入す
る企業）、仲介アソシエーション（失業者
を労働市場に挿入するために中間的な準備
斡旋をする非営利組織）、地域臨時宿泊施
設、失業者運動・失業者アソシエーション
（失業者自身が組織する非営利組織）、職
業訓練企業（その他資源リサイクル、リハ
ビリ施設、社会的食品、レストラン、住宅
運動、医療、などの活動とリンクする例あ
り。（例⇒ブレターニュにある「ブレター
ニュ作業所（アソシエーション、１９７５年設
立）」は従業員６００人のうち８０％が障害者で
ある）

② 雇用の創出（プランの１９％）： SCIS（社
会的共通益協同組合）、UNIOPSS（医療社
会サービスアソシエーション連合会）によ
る雇用促進。雇用促進地域契約。近隣サー
ビスへの雇用。「貧困労働者」むけ雇用促
進補助金（CBE）、近隣手仕事の促進。

③ 地域サービス・開発（プロジェクトの
１６％）： 協同組合、アソシエーション。
��地域開発（農業ツーリズム、農村地域廃
棄物リサイクルなど）。��漁業養殖、漁村
雇用プロジェクト。��労働者協同組合によ
る省エネルギー資源化プロジェクト。環境
教育。

④ 対人サービスの供給（１７％）： 近隣サー
ビスアソシエーション。児童、女性、障害
者のための居住施設、共同作業所など。職
業訓練など②の雇用創出と連動。

⑤ 社会的経済・連帯経済開発プロジェクト
（プロジェクトの８％）： ホームページ
ネットワーク化。資金連帯の促進（前述）、
地域通貨（SEL）の促進。

⑥ 文化事業プロジェクト（７％）： 地域市
民テレビ、芸術家村他の促進。

⑦ 国際連帯プロジェクト（３％）： 公正貿
易、人権擁護運動の促進。
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⑧ アソシエーションネットワーク（４％）：
地域基金、資源ネットワーク。連帯経済

アソシエーションネットワーク支援。「連
帯ダイナミック」事業への支援。

これらの事業に取り組む企業を近年「社会的企
業」とよぶようになっている。

４．アトランティク地域の
社会的経済の現状

社会的経済・連帯経済セクターの地域的数字を
広域圏のひとつアトランティク地域（アキテーヌ、
ブルターニュ、ロワール、ポワチエ－シャラント

表１ 社会的経済・連帯経済における従業員数

種 類 アキテーヌ ブルターニュ ロワール ポワチエ 合 計

農業協同組合 ３，１６２ ８，３６５ ５，３３６ １，８７３ １８，７３６

協同組合銀行 ６，６２８ １２，０８０ １１，９７８ ５，９５２ ３６，６３８

その他協同組合 ３，２６２ ５，５７０ ７，０８９ ５，６８１ ２１，６０２

●協同組合合計 １３，０５２ ２６，０１５ ２４，４０３ １３，５０６ ７６，９７６

保険共済組合 ８５１ ５６５ ４，６７７ ４，４９３ １０，５８６

互助共済組合 ３，１２３ ４，７６６ ４，２３６ ２，３８２ １４，５０７

●共済組合合計 ３，９７４ ５，３３１ ８，９１３ ６，８７５ ２５，０９３

教育アソシエーション ７，０６９ １２，２４８ １５，６６０ ４，０９１ ３９，０６８

医療アソシエーション ４，０９３ ５，８５６ ５，４５５ １，１４１ １６，５４５

社会セクターアソシエーション ２８，７９２ ２９，４７２ ３７，６０７ １５，３７５ １１１，２４６

―在宅アソシエーション １，４４９ ４，１７４ ７，０３９ ２，９７２ １５，６３４

―労働挿入アソシエーション ６，２９１ ７，０８５ ６，７７３ ３，４０３ ２３，５５２

―障害者支援アソシエーション ５，９４５ ６，７２４ ９，２２６ ３，０６５ ２４，９６０

―高齢者支援アソシエーション ２，６８７ ３，４５５ ５，７８１ １，３８２ １３，３０５

―保育アソシエーション １，４７１ ６７４ ６９９ ３５０ ３，１９４

文化アソシエーション １，５２３ １，６１８ １，６５９ ８７８ ５，６７８

スポーツアソシエーション ２，６９５ ２，２２３ ２，５９５ １，２５９ ８，７７２

保護施設・食事アソシエーション １，３８６ １，３３８ ２，１１０ ５３０ ５，３６４

経済挿入アソシエーション １，４０５ １，２２０ １，４３０ １，１３３ ５，１８８

その他アソシエーション １１，７８８ １１，１６９ １２，４１１ ６，８７９ ４２，２４７

●アソシエーション合計 ５８，７５１ ６５，１４４ ７８，９２７ ３１，２８６ ２３４，１０８

信徒団 ５１０ １，８６０ ８４４ １９３ ３，４０７

財団 ２，３６４ ２，０７１ ３８６ ６６ ４，８８７

企業委員会 ３９３ ２５０ ４３７ １５８ １，２３８

●周辺組織合計 ３，２６７ ４，１８１ １，６６７ ４１７ ９，５３２

●●社会的経済合計 ７９，０４４ １００，６７１ １１３，９１０ ５２，０８４ ３４５，７０９

労働市場構成比 １２．０％ １３，１％ １２．３％ １０．２％ １１．９％

Source:Insee－DADS２０００
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種 類 計 アソシエーション 共済 その他 占有率

障害児支援 １３，３０５ １１，８３６ ８７ ０ ８９．６％

困難児支援 ５，８９２ ４，４７６ ０ ４０７ ８２．９％

障害者支援 １６，２３７ １３，１２４ ０ １，０４７ ８７．３％

高齢者支援 ４３，２５２ １３，３０５ ９７８ １，８２２ ３７．２％

社会的住居 ２，６５９ ２，５４９ ０ １６ ９６．５％

保育 ３，９３８ ３，１９４ ２１ ９ ８１．９％

労働挿入支援 ２５，３３５ ２３，５５２ ０ ０ ９３．０％

在宅支援 １８，０６０ １５，６３４ ３８９ ６１ ８７．６％

その他の社会サービス ４５，６６２ ２３，５７６ ０ ７３ ５１．８％

Source:Insee-DADS２０００

表２ 社会サービス分野での雇用数と占有率： （２０００．１２．３１）。

「労働挿入支援」は障害者と非障害者がともに CAT（労働支援センター）で働く、社会的挿入を目指したも
の。セラピー的役割も担う。障害者労働者の所得は、労賃（低い）＋障害者手当。最低賃金規則（SMIC）の水
準に達しているのは１／４の障害者である。常勤７０％。CAT自体も社会扶助金を受けている。

各県）を見ると表１のようである。この地域でも
セクターの新旧のセクターの協働関係が進んでい
る。
労働市場での占有率

○銀行業界での雇用占有率： 農業協同組合銀行

２６％，共済組合銀行１６％，貯蓄金庫８％，庶民
銀行７％．

○医療業界での占有率： ９％．（ブレターニュ
の一部の県では２２％）。病院の種類は、アソシ
エーション、財団、共済組合など。

おわりに

フランスにおいて非営利・協同（社会的経済・
連帯経済）セクターが活発に有効な役割を果たし
ている理由はなんであろうか。いわゆるフランス
モデルはいわゆるスウェーデンモデルやドイツモ
デルあるいはイギリスモデルにくらべて、日本に
参考になるであろうか？日本でスウェーデンモデ
ルを導入する場合は「民主的な官僚国家」と社会
的民主的な政権がひとたび実現することが必要で
あろう。ドイツモデル導入の場合は、強固な職能
的代表団体がいくつか確立することが必要であろ
う。イギリスモデル導入の場合には、普遍主義的
理念と地域圏における自立性およびコミュニティ
基盤に基づく自主的イニシヤチブが必要とされる
であろう。
もちろんフランスモデル導入が容易であるわけ

ではない。しかし、国家、地域・県、非営利・協

同セクターの相互補完性、協働がうまく機能して
いる点はなぜなのかについて学ぶ点は多い。第一
に公権力の非営利・協同セクターに対する理解で
ある。雇用失業対策、住宅政策、社会保障の実施
組織としても認知され利用されている。社会的経
済の動きはフランスにおいてはもともと新自由主
義の出現に対抗して出てきたものである。フラン
スの１９８０年代の社会党政権のときの支援政策が重
要な役割を果たした。第二に、協同組合、共済組
合、アソシエーションが歴史的に発展しており、
社会保障や市民活動、社会運動と連結してきた。
それが基礎となって新しい社会的問題すなわち、
社会的排除、移民問題、高齢者問題、男女差別問
題、南北問題などに取り組む新しい組織形態を開
発することができていることである。第三に労働
組合がこうした運動に対して関与していることで
ある。これはフランスの労働重視の伝統があるか
らである。第四に、非営利・協同セクターの組織
論が「非営利性」の議論というアプローチから始
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まっているのではなくて、組織の民主性、社会的
連帯性、労働の質、雇用の創出といった問題から
出発していることである。現在の日本においては
人々の「いのちとくらし」を促進させるためには、
まず、非営利・協同セクターの発展がなによりも
必要となっている。公的セクター、民間セクター、
非営利・協同セクターにおいて、新たな「社会的
共通益」を認識するためには、それぞれの当事者
が、旧来のスタンスに固執することなく、新しい

挑戦に向かって共に一歩前に進むことが必要であ
る。３つのセクターの協働関係を示しているフラ
ンスの事例はそのための参考になるであろう。

（平成１４－１７年度日本学術振興化科学研究非補助
金基盤研究（Ax２））に基づく研究の一部であ
る。）

（いしづか ひでお、研究所主任研究員）

【事務局ニュース】１・２００４年度後期 研究助成募集
詳細は事務局までお問い合わせください。

１．目的 非営利・協同セクターおよび、社会
保障、医療、経営管理労働問題など、研究所の
定款に掲げる目的に添った、人々の「いのちと
くらし」に関わる社会的経済的政治的分析調査
研究を支援する。
（定款第５条「③医療、福祉、まちづくりなど
の調査・研究成果の公表」
設立趣旨書「事業目的①我が国の医療、福祉

等の歴史や様々な制度・施策の調査・研究。②
非営利・協同の理念、意義、管理、経営、労働、
会計、法制、税制等の調査研究。」
「研究・調査テーマ①２１世紀の日本の医療、

福祉の施策や制度の現状分析と新世紀への提言。
②新自由主義と市場経済論の打破への理論構築。
③協同の「まちづくり」と、非営利・協同戦線
の拡大の実践・理論研究。④非営利・協同の実
践・理論探求」）

２．対象
（１）個人による研究
（２）グループによる共同研究

３．助成金額
個人については３０万円程度（最高５０万円）
グループについては１００万円程度（最高２００万円）

４．応募方法
所定の助成申請書・助成金交付申請書（申込用
紙）を提出のこと。

５．申し込み締切
２００４年９月末日までに事務局へ応募のこと。
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